
平成30年１１月５日

３学年保護者 様

県立五泉高等学校長

吉井 裕也

平成31年度新潟県給付型奨学金 ２次募集ついて（ご案内）

晩秋の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。

さて、日本学生支援機構の給付型奨学金制度（平成30年６月13日付案内参照）を補完す

る目的で、昨年度から運用されている「新潟県給付型奨学金」の２次募集について、別紙

のとおりご案内申し上げます。

つきましては、「申込資格と基準」に該当し、申し込みを希望される場合は、必要書類を

そろえ、１１月３０日(金)までに学級担任にご提出ください。校内選考を実施し、結果を

文書で通知します。ご不明な点があれば、奨学金係にお問い合わせください。

なお、この奨学金の対象は大学進学を希望する生徒であること、日本学生支援機構の給

付型奨学金との併用ができないことの２点について、ご注意願います。

記

１ 校内選考基準

以下の(1)～(5)について総合的に評価、判断して選考します。

(1) 進学に対する明確な目的を有していること

(2) 態度・行動が推薦するにふさわしい人物であること

(3) 良好な学習成績を収めていること

(4) 教科外の活動に優れた実績を有する者

(5) 家計状況から、進学が困難であると認められること

〔裏面にも記載があります。〕



２ 留意点

・申込みの意思がある人は、必ず奨学金係に相談し、必要書類を確認してください。

・別紙に記載されている必要書類と一緒に、以下の作文を提出してください。

題「希望する進路とその理由」（700字～800字）

・学校で設定する提出期限に間に合わない場合などには、申込み希望者が県教育委

員会へ直接申込みを行うこともできます。その場合には、後日、教育委員会から

高校へ、学習成績や教科以外の学校活動等の優れた成果に関して照会がくること

になっています。

〈担当〉

教務部奨学金係

教諭 名塚 悦子

橘 日登志

TEL：0250-43-3314（代表）



１ この給付型奨学金は、税金を財源として、意欲と能力があるにもかかわらず、経
済的理由により進学が困難となっている方の大学進学を後押しできるよう、返還義務
のない奨学金を交付するものです。

２ 奨学金の交付開始後も、学業不振等の場合には、交付を打ち切ることがあります。
また、学業成績が著しく不振の場合や奨学生としてふさわしくない行為があった場合
には、交付済みの奨学金について返還していただくことがあります。

３ 対象は、平成31年度に大学（通信課程を除く）への進学を希望する人です。

国公立大学 私立大学

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

２万円 ３万円 ３万円 ４万円

平成31年３月に高等学校等を卒業予定の者又は高等学校等を卒業後２年以内の者で
大学（通信課程を除く）進学を希望する者のうち、以下の１～３の要件を満たす者

※ 日本学生支援機構の給付奨学金との併用はできません。
過去に大学、短大、専門学校に入学したことがある場合は申込みできません。

平成31年度に大学進学予定の
給付型奨学金を希望する皆さんへ

１ 新潟県内に居住する者の子弟であること

２ 家計状況が以下のいずれかに該当すること
①住民税所得割非課税世帯
②生活保護受給世帯
③家計急変世帯

３ 学習成績等の状況が以下のいずれかに該当すること
①全体の評定平均値が4.3以上
②全体の評定平均値が概ね3.5以上で教科以外の学校活動等で優れた成果が
認められること

知っておいてほしいポイント

給 付 月 額

申込資格と基準

新潟県給付型奨学金募集案内

（保護者の死亡、失職、病気等により、大学進学年度に①か②に該当することが見込まれる世帯）

㉛２次募集



大学入学 → 在学証明書等の提出→ 給付奨学生採用決定 → 奨学金給付開始

申込手順等と提出書類

http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/1222020128706.html

新潟県奨学金ガイド 検 索

県教育委員会で審査・採用候補者決定・採否結果通知
（平成31年１月下旬頃）

学習成績の確認

高等学校等卒業予定の方･･････････担任の先生を通じて評定平均値を確認

高等学校等卒業後２年以内の方････高等学校等在学時の評定平均値を確認
※不明の場合は、卒業した高等学校等から成績証明書の発行を受けるなどして確認してください。

県教育委員会への提出期限
平成30年12月20日(木)

※高等学校等へ提出する場合の提出期限につ
いては、各学校へお問い合わせください。

問い合わせ先
〒950-8570（住所の記載は不要）
新潟県教育庁高等学校教育課
奨学金係（TEL 025-280-5638）

在籍する（卒業した）高等学校等へ提出

書類の準備・提出

以下の書類を整えて、提出してください。
申込書の記載事項を必ず確認の上、お申し込みください。
※申込書の様式は新潟県のホームページからダウンロードできます。

１ 給付型奨学金申込書

２ 家計基準に関する書類

①住民税所得割非課税世帯
市町村が発行する平成30年度市町村民税課税証明書の原本
※家計支持者（父母。父母がいないときは代わって家計を支える者）の所得割額が０円であること
を確認してください。

②生活保護世帯
市町村が発行する生活保護受給証明書の原本（直近３か月以内に発行されたもの）

③家計急変世帯
家計急変状況申立書等
※家計急変世帯に該当すると思われる場合は、事前に申込先の高等学校等に相談してください。

※ このほか、必要に応じて、収入・資産の状況を確認させていただく場合があります。

県教育委員会へ直接提出することもできます。
その場合は、県教育委員会から高等学校等に
学習成績や学校活動等の成果について確認さ
せていただきます。

高等学校等で審査・推薦
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